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      根利の正覚寺 

 根利の正覚寺は、根利の集会所 

に隣接してありますが、現在は無 

住で建物もお寺とは思えません。 

 しかしお寺の歴史は古く、創建 

されたのは室町時代末期の天文１ 

０年（１５４１）で、迦葉山第三世の桃雲恵見によると伝え

られており、宗派は曹洞宗で迦葉山弥勒寺の末寺です。 

 根利には、正覚寺が建てられる約９０年前の宝徳２年（１

４５０）に小林七郎兵衛が、四間四方でかやぶきの観音堂を

建て、その後この観音堂の敷地内に正覚寺が建てられたとの

話もあり、正覚寺の東側にある墓地（写真上）には、歴代住

職の墓石や江戸時代の墓石も残されています。  

園原の諏訪神社 

 園原の諏訪神社は、園原ダム湖の駐車場の近くにあり、長

い石段の上に天王宮、八幡宮と並んで中央に祀られていて、

鳥居には天明３年（１７８３）と彫られています。 

             天王宮の鳥居には、寛政１２年

（１８００）と彫られており、石

段の途中にある道祖神には、文化

６年（１８０９）とあり、ダム建

設で大きく変わった園原を長い

間、見守りつづけてきました。 
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 沼田市議会の経済建設常任委員会は２月２６日、沼田

平土地改良区の椎坂隧道の「県営 農業水路等長寿命

化・防災減災事業」の工事現場を視察しました。 

 椎坂隧道は、片品川で取水した水を農業用水、沼田市

の水道水として使うための重要 

な施設ですが、老朽化がすすん 

だため一部を５年かけ、パネル 

ライニング工法という方法で、 

補修工事するというものです。 

 南郷の曲屋では、「老神温泉びっくりひな飾り」と合わ

せ、南郷の曲屋に残されていたおひな様や寄付された享

保びな（江戸時代の１７１６年～１７３５年）、沼田城の     

お殿様からいただいたお 

ひな様など、現在のおひ

な様とは違った、貴重な

おひな様が展示されてい

ます。 

               おひな様は、２２日ま

で展示される予定です。 

 沼田市公共施設等総合管理計画第１期アクションプランで除去または使

用中止が決定していた、旧利南中学校屋内運動場（写真）、白沢プール、利

根健康増進施設、大楊テニスコートの廃止が決まりました。 

 今回廃止されることが決まった施設は、老朽化がすすみ耐震基準を満た

していなかつたり、利用者が少ないことなどが理由で廃止されました。 

 市ではこれらの施設を利用していた市民の 

方々には、別の施設を利用していただくとし 

ていますが、気軽に安心して利用できる施設 

の確保と提供をすすめながら、施設の統廃合 

については利用者といっしょに検討する必要 

があります。 

 ３月定例市議会に、今の条例に「宿泊業・飲食サービス業（旅館・ホテ

ルに限る）」、「市内にある市有地を使用し」という文言が追加された、沼      

田市企業誘致推進条例の一部を改正する条例  

について提案され、可決されました。 

   市では、旧市役所跡地にルートインの誘致

をすすめ、３月中の契約をめざしています。 

   ルートインの誘致が決まれば、誘致企業と

同じように固定資産税などが減免されます。 


